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                            平成３０年１１月１３日 

東 北 電 力 株 式 会 社 
 

東通原子力発電所の現在の状況について 
 
１．運転状況 

� 平成２３年２月６日より第４回定期検査を実施中 
 
２．電気出力（ 平成３０年 ７月 ～ 平成３０年 ９月 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

３．その他 

（１）東通原子力発電所１号機における新規制基準適合性審査の状況について 

� 東通１号機については，平成２６年６月申請以降，継続的な事務局ヒアリングや審査

会合において当社の申請内容を説明してきており，これまでに審査会合は１７回開催

されております。 

� 平成３０年１０月１９日の審査会合においては，一切山東方断層（Ｆ－１断層）

を代表断層とし，敷地～敷地近傍の断層が「震源として考慮する断層」に該当し

ないとする当社の評価について，地下深部の構造に関する新たなデータを追加し

て説明いたしました。 

� これに対し，原子力規制委員会からは，一切山東方断層（Ｆ－１断層）を代表断

層として評価することへの妥当性や，地下深部の構造に対する解釈などについて

再整理するよう求められました。 

� 当社としては，既存のデータ等を改めて整理した上で，引き続き資料の説明性を

向上させながら，今後の審査において対応してまいります。 

� また，断層に係る審査と並行して，基準津波に係る審査も対応しており，その後

は基準地震動やプラント関係の審査へと続いていくものと考えております。 

� いずれも審査上の重要な課題であると認識しており，先行プラントの審査におけ

る議論の内容を審査資料に反映するなど，当社の審査が効率的に進むよう，準備

を進めてまいります。 

 

（別紙１)   東通原子力発電所の敷地および敷地近傍の断層 
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（２）東通原子力発電所１号機 炉心スプレイ系配管等の耐震評価の解析誤りについて 

� 当社は，東通原子力発電所１号機の炉心スプレイ系配管※１および炉心スプレイノ

ズル※２の耐震評価の解析に誤りがあることを確認いたしました。 

� 誤りがあったのは，東通原子力発電所１号機建設時の工事計画認可申請書※３にお

ける耐震評価の解析で，当時，本来使用するべき計算式とは異なる計算式を入力

したことにより，当該配管等の応力発生値※４を誤って計算していたものです。 

� 改めて，本来使用するべき計算式を入力し，解析したところ，当該配管等の応力

発生値は，技術基準に基づくそれぞれの許容値を満足しており，設備の健全性は

確保されていることを確認しております。 

� 当社としては，今後，解析誤りの原因を調査するとともに，適切に再発防止を図

り，原子力発電所の品質管理の向上に努めてまいります。 

 

※１：原子炉冷却材喪失事故時に炉心を冷却するための冷却水を注水する役割を持つ系統（高圧炉

心スプレイ系および低圧炉心スプレイ系）の配管。 

※２：原子炉圧力容器と炉心スプレイ系配管の接続部（高圧炉心スプレイノズルおよび低圧炉心ス

プレイノズル）。 

※３：原子炉設置変更許可申請書に記載された基本設計に従って実施する設備の詳細設計が，技術

基準を満足していることについて審査を受けるもの。 

※４：地震等の力が作用した際に各部位に生じる力の大きさ。 

 

（別紙２)  東通原子力発電所１号機 炉心スプレイ系配管等の耐震評価における解

析誤りの概要 

 

（３）日立化成株式会社および日本ガイシ株式会社の不適切な行為に関する当社原子力発

電所における調査結果について 

� 日立化成株式会社（以下，日立化成）および日本ガイシ株式会社（以下，日本ガ

イシ）の不適切な行為を踏まえ，当社原子力発電所における不適切な行為が行わ

れた製品の使用状況や設備への影響について調査してまいりました。 

� 調査の結果，不適切な行為が行われた製品が使用されていることを確認しました

が，いずれの製品も性能・品質に問題がなく安全性に影響はないことを確認いた

しました。 

 

（別紙３)  日立化成および日本ガイシの不適切行為に係る東通原子力発電所の調

査結果について 

 

詳細については，当社ホームページから確認することができます。 

（http://www.tohoku-epco.co.jp）
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日立化成および日本ガイシの不適切行為に係る東通原子力発電所の調査結果について 

 

【日立化成の不適切行為に係る調査結果】 

不適切な行為が行われた製品（産業用鉛蓄電池）の使用状況は，以下のとおりです。 

発電所 設置場所 使用箇所 用 途 

東通 

サービス
建 屋 

通信連絡装置 
蓄電池 

発電所建屋内における運転指令などのための通信
設備が，万が一何らかの原因で停電した場合の予
備電源 

原 子 炉 
建 屋 

プロセス計算機 
無停電電源装置 

プラントの状態監視などを行うための装置が，万
が一何らかの原因で停電した場合の予備電源 

これらの製品については，本事案を受け，当社自らが日立化成の工場へ立入調査を行い，

製造工程の確認を行った結果，性能・品質に問題がないことを確認できていることから，

当社原子力発電所の安全性に影響はありません。 

 

【日本ガイシの不適切行為に係る調査結果】 

不適切な行為が行われた製品（がいし※１）の主な使用状況は，以下のとおりです。 

発電所 設置場所 使用箇所 主な用途 

東通 

タービン
建 屋 

主発電機 
原子炉で発生させた蒸気によりタービンを回すこ
とで発電する機器（主発電機）に使用しているが
い管※２ 

発 電 所 
構 内 

変圧器 
発電した電力の電圧を送電するために昇圧する機
器（変圧器）に使用している中実がいし※３および
ブッシング※４ 

発 電 所 
構 内 

相分離母線 
発電機と変圧器の間の電線に使用している中実が
いし 

発 電 所 
構 内 

ガス絶縁開閉装
置 

遮断器（電気を遮断する機器）などを絶縁性の高
いガスで充填した容器に収めた設備に使用してい
るがい管およびブッシング 

発 電 所 
構 内 

配電設備 発電所構内の配電線に使用している配電用がいし 

これらの製品については，いずれも経済産業省令で定める基準※５に適合していることか

ら，性能・品質に問題はなく，当社原子力発電所の安全性に影響はありません。 

また，本事案を受け，当社自らが日本ガイシの工場へ立入調査を行い，製造工程の確認

を行った結果，性能・品質に問題がないことを確認できていることから，当社原子力発電

所の安全性に影響はありません。 

 

※１：送電線や配電線を流れる高圧電流が，鉄塔や電柱，地表に流れ込まないように，電気を絶縁し

ながら電線を支えている設備。 

※２：内部を空洞にして電線などの導体を貫通させて使用するがいし。 

※３：内部に空洞がないがいし。 

※４：外部から電線を機器内に誘導するためのがいし。 

※５：電気設備に関する技術基準を定める省令および原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める命令。 

 

別紙３ 


